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新高校設置準備委員会設置要領 
 

平成１４年１０月２１日 
佐賀県教育委員会教育長決定 
一部改正 平成１７年４月 １日 
一部改正 平成１８年７月１２日 
一部改正 平成２１年４月 １日 
一部改正 平成２７年４月 １日  

（設 置） 
第１条 佐賀県立高等学校再編整備実施計画に定める再編等によって設置される高校（以下「新
高校」という。）の具体的な在り方等を検討するために、県立高等学校再編整備推進本部設置
要綱第７条の規定に基づき、新高校設置準備委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、新高校ごとに別表のとおり設置する。 
                 
（所掌事項） 
第２条 委員会は、次の各号に掲げる具体的な検討を行う。 
一 新高校の教育内容及び管理運営等に関すること 
二 新高校の施設・設備に関すること 
三 新高校への円滑な移行に関すること 
四 前号に掲げるもののほか、検討を要すること 

 
（組 織） 
第３条  委員会の委員は、再編等整備の対象となる学校（以下「再編等対象校」という。）の校
長、教職員、県教育委員会事務局関係者及び地域関係者のうちから教育長が委嘱する。 

２ 委員会には委員長及び副委員長を置き、再編等対象校関係委員の中から教育長が指名する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 
４ 委員長は、必要と認めるときは、委員会に作業部会を設置することができる。 
 
（会 議） 

第４条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。 
２ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見又は説明
を聴くことができる。 

 
（事務局） 
第５条 委員会の事務局は、委員長が所属する学校及び県立高校再編整備推進室に置く。 
 
（補 足） 
第６条 この要領に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に必要な事項は委員長が委員
会に諮って定める。 

 
  

資料１ 
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 別表（第１条関係） 

委 員 会 名 再 編 等 対 象 校 

 伊万里地区新高校 

設置準備委員会 
 伊万里農林高等学校、伊万里商業高等学校 

 杵島地区新高校 

設置準備委員会 
 白石高等学校、杵島商業高等学校 

 新厳木高校 

 設置準備委員会 
 厳木高等学校 

 鹿島地区新高校 

 設置準備委員会 
 鹿島高等学校、鹿島実業高等学校 

 嬉野地区新高校 

 設置準備委員会 
 塩田工業高等学校、嬉野高等学校 
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資料２ 新厳木高校設置準備委員会委員構成 

No. 所属・職名 氏名 備考 

１ 
厳木高等学校 
校長 

馬場 知之 
委員長・学校関係者 

２ 
厳木高等学校 
教頭 

北村 敬 
副委員長・学校関係者 

３ 
厳木高等学校 
事務長 

進藤 安恵 
学校関係者 

４ 唐津市教育長 稲葉 継雄 唐津市 市町関係者 

５ 
唐津市 
厳木市民センター長 

天川 俊雄 

６ 
厳木高等学校 
同窓会代表 

米倉 憲一郎 
地元関係者 

７ 
厳木高等学校 
ＰＴＡ代表 

荒嶋 久美子 

８ 唐津市立厳木中学校長 篠原 智文 中学校関係者 

９ 副教育長（教育情報課長） 福田 孝義 県教委関係者 

10 教育政策課長 八谷 幸浩 

11 特別支援教育室長 馬場 浩輔 

12 教職員課長 福地 昌平 

13 学校教育課長 松尾 敏実 

14 保健体育室長 三上 智一 

15 教育支援課長 源五郎丸 靖 

16 県立高校再編整備推進室長 甲斐 照章 

17 
県立高校再編整備推進室 
教育企画監 

岩村 彰 

事 
務 
局 

厳木高等学校教諭 藤田 務 事務局 

県立高校再編整備推進室 
企画主幹 

上赤 真澄 

県立高校再編整備推進室 
企画主査 

髙山 裕樹 
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新高校設置に向けた検討体制 

 

 

                

                     

  

                 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

         

 

          

 

 

■新高校設置準備委員会（Ｈ２７．４月設置） 

○ 委員構成 

・両校関係者（教職員） 

・地域関係者（市町、高校ＰＴＡ・同窓会、中学校長代表等） 

・県教育委員会 

 

○ 所掌事項 

  新高校の教育内容及び管理運営等、施設・設備、新高校への円滑な移行等 

■新高校作業部会 

○ 委員構成  両校の教頭・担当者、県教育委員会担当者（事務局含む）  
 
○ 検討事項 

   委員会の所掌事務のうち研究指示事項 

県立高等学校再編整備推進本部 県教育 
委員会 

■校内検討委員会 

 ○ 検討事項 

   作業部会の検討事項のうち研究指示事項 

検討依頼 
・ 
助言 

検討結果 
・ 
報告 

研究指示 報告 

付議等 

資料３ 

研究指示 報告 
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資料４ 新たな生徒減少期に対応した佐賀県立高等学校再編整備実施計画（第１次） 
    （概要版） 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

新実施計画策定に当たっての基本的な考え

≪背景≫ 
・ 新たな生徒減少期 
・ 社会経済情勢の変化 

≪目標≫ 
・ 生徒が進路希望を実現できる 
教育環境の整備 

・ 高等学校教育の質的充実 
 

≪方向性≫ 
・ 長期的・全県的視野に立った高
等学校の再編整備の推進 

・ 高等学校の学科等の整備 

県立高等学校再編整備の基本方針 
１ 学校規模 

１学年 160 人～320 人(４学級～８学級)とする。ただし、1学年 120 人(３学級)の学校については、
柔軟に対応する。 

２ 再編の対象 
次のいずれかに該当する場合は、再編の対象校として検討する。 

・ １学年 120 人(３学級)以下の高等学校で、学校規模に由来する課題により、必要な教育活動を維
持することが困難であると見込まれる場合 

・ １学年 120 人(３学級)の高等学校で、定員を維持することが困難となることが見込まれる場合  
 
［１学年 80 人(２学級)の高等学校が存続する場合］ 
ア 特色ある教育施策の実施等により、県全体の教育効果を高めることが特に期待される場合 
イ 地理的条件や交通事情により、生徒の教育に重大な支障を来すことが懸念される場合 

 

新たな生徒減少期に対応した佐賀県立高等学校再編整備実施計画（第１次）（概要版） 
（計画期間：平成 33 年度まで） 

新実施計画策定の方針 
 新実施計画については、次の区分により、策定することとする。 

新実施計画 
(第 1次)   

平成 30 年度に到来する新たな生徒減少期に向けて、早期に方針を決定し、準備に
着手する必要がある県立高等学校の再編整備等 

新実施計画 
(第 2次) 

平成 30 年度に到来する新たな生徒減少期に向けて、今後更に調査や検証、協議等
が必要な県立高等学校の再編整備等 

 

佐賀県立高等学校生徒減少期対策審議会答申（Ｈ24.8 月） 
「生徒減少期に対応した県立高等学校教育の充実・発展に資する対策について」 

「新たな生徒減少期に対応した佐賀県立高等学校再編整備実施計画（新実施計画）」＜たたき台＞ 
（H25.11 月） 

「新たな生徒減少期に対応した佐賀県立高等学校再編整備実施計画（新実施計画）（第１次）」（案） 
  （H26.10 月） 

「新たな生徒減少期に対応した佐賀県立高等学校再編整備実施計画（新実施計画）（第１次）」 
 （H26.12 月） 
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①　伊万里地区（平成31年度まで）
再編対象校 伊万里農林高等学校、伊万里商業高等学校

新高等学校の場所 伊万里農林高等学校若しくは伊万里商業高等学校又は校舎制＊
（校地については、地域の意見も聞きながら、引き続き検討する。）

募集定員 １学年200人（５学級規模）

学　　科 現在の学科を基本として、地域の意見も聞きながら検討する。

②　武雄・杵島地区（平成30年度まで）
再編対象校 白石高等学校、杵島商業高等学校

新高等学校の場所 当面、校舎制

募集定員 １学年200人（５学級規模）

学　　科 現在の学科を基本として、地域の意見も聞きながら検討する。

　佐賀農業高等学校は、本県の農業科において中心的な役割を担う学校と位置付けることから、現在
の学科を維持できるよう、当面、１学年120人（３学級規模）を維持し、単独校とする。

　なお、伊万里地区については、生徒数の減により、平成33年度にさらに募集定員を40人（１学級相
当）減じる必要があると見込んでいる。

　なお、武雄・杵島地区のうち杵島地区については、生徒数の減により、平成32年度にさらに募集定
員を40人（１学級相当）減じる必要があると見込んでいる。

  再編整備の進め方 

１ 新実施計画（第１次） 
  新実施計画（第１次）については、個々の再編整備計画をもとに、再編対象ごとに設置準備委員会を
設置し、再編実施後の高等学校における教育内容等について検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
２ 新実施計画（第２次） 
  平成 28 年度を目途に策定する。 
≪主な検討事項≫ 
・ 県全体の農業教育と佐賀農業高等学校の在り方に係る検討 
・ 神埼地区の高等学校（神埼高等学校・神埼清明高等学校）の学校運営の在り方に係る検討 
・ 県立高等学校の活性化（グローバル社会への対応、産業技術の高度化への対応（専攻科等の検討）） 
・ 通信制課程の移転及び昼間定時制の導入 

新実施計画
(たたき台) 

新実施計画
(第 1次)(案)

新実施計画 
（第 1次） 

個別の高校 
再編計画 

再
編
の
実
施 説明会 

関係者との協議・検討 
県教育委員会での協議・検討

パブリック・コメント
県教育委員会での 
協議・検討

個別の再編実施校の教育
内容協議・検討 

１ 平成 14 年計画に掲げた再編整備計画 

２ 新たな再編整備計画 
 ①　唐津地区（平成30年度まで）
改編対象校 厳木高等学校

新高等学校の場所 現在の校地

募集定員
１学年80人（２学級規模）
　・　学区募集枠　40人
　・　全県募集枠　40人

学　　科 普通科

備　　考 　全県募集枠については、全日制高等学校で学ぶ意欲と能力のある、不登校経
験や発達障害のある生徒及び高等学校中途退学者を対象とする。

具体的な再編整備計画 
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＊　校舎制：再編前の高等学校の校舎をそれぞれ活用し、複数の校舎を持つ１つの高等学校として再編する。

②　鹿島・藤津地区（平成30年度まで）
再編対象校 鹿島高等学校、鹿島実業高等学校

新高等学校の場所 当面、校舎制

募集定員 １学年280人（７学級規模）

学　　科 現在の学科を基本として、地域の意見も聞きながら検討する。

再編対象校 塩田工業高等学校、嬉野高等学校

新高等学校の場所 当面、校舎制

募集定員 １学年200人（５学級規模）

学　　科 現在の学科を基本として、地域の意見も聞きながら検討する。
　なお、鹿島・藤津地区については、生徒数の減により、平成31年度及び平成32年度に、さらに募集
定員を各40人（１学級相当）減じる必要があると見込んでいる。

県立高等学校の活性化 

１ 基本的な考え方 
今後の県立高等学校の質的充実を図るための視点 

  グローバル社会への対応 
  産業技術の高度化への対応 
  教育機会の更なる拡大 

２ 学科等整備の基本方向 
  職業教育の中心的な役割を担う高等学校 

産業技術の高度化への対応として、職業教育の中心的な役割を担う高等学校を位置付ける。 
学 科 中心的な役割を担う高等学校 
農業科 佐賀農業高等学校 
工業科 佐賀工業高等学校 
商業科 佐賀商業高等学校 
家庭科 牛津高等学校 

 
   生徒の実態に応じた教育機会の更なる拡大 
   不登校経験や発達障害のある生徒及び高等学校中途退学者に対する教育については、モデル校であ

る太良高等学校の検証結果等も踏まえて、同様の取組を厳木高等学校へ展開する。 
 
 ※ なお、グローバル化への対応や高度技能者の育成に係る専攻科等についての検討等については、引

き続き検討を行い、新実施計画（第２次）で取り組むこととする。 

県立高等学校の通学区域 

全日制課程の普通科について設定している４学区（東部・中部・北部・西部）を、学校の配置状況、生
徒の通学状況、地域間のバランスを総合的に勘案して、平成 28 年度から、当面、東部学区と中部学区を
合わせた学区(新東部学区)と北部学区と西部学区を合わせた学区(新西部学区)の２学区とする。 
なお、さらに通学区域を拡大し、全県一区とすることについては、２学区とした後の通学状況等を検証

しながら、引き続き検討していくこととする。 

各高等学校の志願動向と募集定員 

各高等学校の募集定員については、基本的に各学区・地区内の中学校卒業見込者数の動向に応じて決定
するが、生徒の志願動向を重視し、中学校卒業見込者数の減少による各学区・地区の募集定員の減がない
場合でも、２年連続して一般選抜試験の学校別の志願倍率が１倍に満たなかった高等学校については、募
集定員の減を検討する。 
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唐津地区の再編整備計画 
 
  
○ 唐津地区の生徒減少に合わせ、平成 30 年度までに、県立高等学校の改編を実施する。 

「新たな生徒減少期に対応した佐賀県立高等学校再編整備実施計画（第１次）」より抜粋〈p8〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改編対象校 厳木高等学校 

新高等学校の場所 現在の校地 

募集定員 
１学年 80 人（２学級規模） 
 ・ 学区募集枠 40 人 
 ・ 全県募集枠 40 人 

学  科 普通科 

備 考 
全県募集枠については、全日制高等学校で学ぶ意欲と

能力のある、不登校経験や発達障害のある生徒及び高等
学校中途退学者を対象とする。 

資料５ 
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新厳木高校設置準備委員会検討スケジュール（案） 

回 時期 主な検討項目 

第 1回 
Ｈ27年  
5月 28日 
 

・委員委嘱 
・新実施計画の概要 
・唐津地区の再編計画について 
・新高校設置に向けての検討事項及び検討スケジュール
・めざす学校像（現状を踏まえた意見交換） など 

第 2回 
Ｈ27年  
7月下旬 
  ～8月上旬

・めざす学校像（校訓・教育方針・教育目標等） 
・新高校の教育内容（特色ある教育、教育課程・校時）

第 3回 
Ｈ27年 
10月上旬 
～10月中旬 

・地域連携の検討（体験学習、通学対策、小高連携等）
・教育相談・生徒指導体制      

第 4回 

H27 
12月下旬 

～Ｈ28年 
1月下旬

・施設・設備等に係る検討 
・教職員配置 
・選抜方法の検討 

第 5回 
Ｈ28年 
3月中旬 

～3月下旬

・部活動 
・校務分掌 
・各種委員会   など 

第 6回 

 ～ 
Ｈ28年 
4月～ 

・教育内容に係る検討 
 （平成 27年度からの継続検討） 
・新高校の校名、校章、校歌、制服制定に係る検討 

備考 

H29年 2月 
 
H29年 3月 
 
H29年 4月～ 
 
 
H30年 4月 

・2月議会（条例改正案） 
 
・新高校再編計画 
 
・広報活動、施設・設備の整備 
 
 
開校 

 
 
 
 
 
 
 

資料６ 
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    めざす学校像 

１ 現在の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料７ 
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  【参考：太良高校の特色ある取り組み（H23 年開校時）】 
 
  ＜募集＞ 

募集定員 ◆ 西部学区枠（全県募集枠以外）：４０人 
◆ 全県募集枠：４０人(注) 
◆ １０月入学：１０人  

（注）全県募集枠の対象者 
  ・中学校において不登校経験等のある者 

・発達障害のある者 
・高等学校を中途退学した者   

 
＜特色ある教育＞ 
(1) 普通科単位制 
・ ２学期制（半期認定科目の設定、後期転入学試験（10 月）の実施） 
・ 普通科目のほとんどを 1，2 年次に履修 
・ 適性・進路に応じた多様な選択科目を設定（ビジネス系、生活・福祉系、 
情報技術系、芸術・体育系、体験的な活動、学び直し） 

 ・ 多様な単位認定（技能審査、ボランティア・就業体験活動、スポーツ文 
化活動、高卒程度認定試験など） 

 
(2) ICT 教育 
・ 電子黒板（IWB）の設置（全教室に設置） 
・ DS 教室（ニンテンドーDS 利用によるドリル問題等） 
・ ｅラーニング（PC、スマホ、タブレット）を利用した自主学習システム 
 
(3) 体験的な学習、キャリア教育 
 ・ 体験学習（農業、漁業、林業、福祉、食品加工、園芸等の事業所で週 3 

時間の体験）、インターンシップ 
 ・ 栽培体験（校内で農作物を栽培し、収穫、調理まで行い、食と農のつな 

がりや、自らの食生活について学ぶ） 
 ・ 手話、郷土学習等の選択科目の設定 
 ・ ボランティア 
 
(4) 生徒支援 
 ・ ユニバーサルデザイン（遮光カーテン、黒板周辺の掲示物なし、机・イ 

スの脚にゴム、整理整頓と統一感） 
 ・ 相談支援（必要に応じた教育相談室「ほっとるーむ」、学習支援ルーム

の活用） 
 ・ 学習支援（少人数指導、リメディアル教育（学び直し）） 
 
(5) 地域連携 
・ 地域教育連携連絡協議会の設置（学校運営への地元参加） 
・ 地域連携支援員の配置 
・ 学校の教育活動への地元の協力、地域人材の活用 
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２ 新高校のめざす学校像 

 ・ 教育目標について 

 

 ・ 学校の特色づくりについて 

 

 ・ 育成したい人材について 

 

 ・ 地域との連携について 

 

 ・ その他 

 
 


